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2020年６月 30日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ｇ ｕ ｍ ｉ 

代 表 者 名 代表取締役社長 川 本 寛 之 

    （コード番号：3903 東証市場第一部） 

問 合 せ 先 取 締 役 本  吉   誠   

（ TEL. 03-5358-5322） 

 

 

連結子会社における固定資産の譲渡に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社 gumi X studioが保有す

る固定資産（VRゲーム「Frostpoint VR（旧 Wasteland:Frost Point）」に係るグローバル配信権及

びその他一切の資産）を譲渡することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 固定資産譲渡の理由 

 当社グループは、XR領域において、当社の連結子会社である株式会社 gumi X Realityを通じた投

資及び投資を通じたコンテンツ開発を行い、国内外の有力企業との戦略的連携を図ることで、将来

における収益基盤の構築を図ってまいりました。そのような中で、国内外の有力企業への出資及び

出資を通じたコンテンツ開発を通じ XR事業の早期の収益化を目指しておりましたが、XRに係るデバ

イスの普及に関して、当社が当初想定していたよりも緩やかであること等から、現状においては安

定的な収益を創出することが難しい状況下にあります。 

 一方、当社グループにおいては、キャッシュフローの健全性の向上を図るべく、モバイルオンラ

インゲーム事業における収益力の最大化を図ることが当社グループの成長のための第一優先である

と判断をしております。そのため、今後のキャッシュの支出を抑制すべく、VRゲーム「Frostpoint 

VR」に係るグローバル配信権及びその他一切の資産を譲渡することが当社グループとしての最善策

であると判断し、本件譲渡を決定いたしました。 

 なお、本件譲渡後も、当社グループにおける XR事業の早期収益化を図るべく、引き続き国内外の

有力企業との戦略的連携を継続してまいります。 
 

２． 当該連結子会社の概要 

（2020年６月 30日現在） 

（１）名 称 株式会社gumi X studio 

（２）所 在 地 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル５号館 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 國光 宏尚 

（４）事 業 内 容 XRに関するハードウェア、ソフトウェア及びコンテンツの開発 

（５）資 本 金 500千円 
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３． 譲渡資産の概要 

資産の内容 帳簿価格 譲渡価格 

 Frostpoint VRに係るグローバル配信

権及びその他一切の資産 
242百万円 289百万円 

 

４． 譲渡先の概要 

 （2020年６月 30日現在） 

 

５． 譲渡の日程 

 2020年６月 30日 取締役会決議 

 2020年６月 30日 譲渡契約締結 

 2020年７月３日  譲渡実行日 

 

６． 今後の見通し 

 本件固定資産譲渡に際し、固定資産売却益として約 47百万円を 2021年４月期第１四半期連結会

計期間において営業外収益に計上する見通しです。 

なお、2021年４月期の業績予想に関しましては、当社グループを取り巻く事業環境は短期的な変

化が激しいことから、適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、開示をしておりません。 

 

以  上 

（１）名 称 株式会社Thirdverse 

（２）所 在 地 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル５号館 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 新 清士 

（４）事 業 内 容 VRゲームの開発・運営 

（５）資 本 金 25,640千円 

（６）設 立 年 月 2013年4月 

（７）純 資 産 ▲567,538千円（2020年２月期） 

（８）総 資 産 104,053千円（2020年２月期） 

（９）大株主及び議決権比率 
國光 宏尚 67.9% 

NEXT BIG THING株式会社 27.2% 

（10）当 社 と 当 該 会 社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係  該当事項はありません。 

取 引 関 係 
当社と当該会社の間には営業上の取引が 

あります。 

関連当事者への該当状況 

当社の取締役会長である國光宏尚及び國

光宏尚が100％株式を保有するNEXT BIG 

THING株式会社が、当該会社の議決権を合

計95.0%保有しているため、当該会社は当

社の関連当事者に該当いたします。 


